
年金の請求手続きのご案内（パンフレット）
～必ずお読みください～

住民票など公的機関が発行する書類は、必ず支給開始年齢に達してから交付を
受けてください。

！

● 支給開始年齢に達する前の日付で交付を受けた書類は無効となります。
● 支給開始年齢に達した後に交付を受けた場合でも、６か月を過ぎた書類は無効となります。

○ 年金決定に要する期間
国家公務員共済組合連合会では、国家公務員共済組合連合会が「年金請求書」を受付

してからおおむね２か月以内に決定するよう努めております。
ただし、書類に不備があった場合や年金の請求が集中する時期などは、さらに時間を

要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

○ 公務員共済組合以外の年金加入期間のある方
国家公務員または地方公務員等共済組合以外の年金加入期間のある方は、今回ご提出

いただく年金請求書をもって、年金加入期間に応じたそれぞれの実施機関が年金の決定
および支給を行います。

※ 実施機関とは、国家公務員共済組合連合会、日本年金機構、地方公務員共済組合および
日本私立学校振興・共済事業団のことをいいます。

○ 年金の時効について
年金を受ける権利が発生したときから５年を過ぎると、法律に基づき、５年を過ぎた

分の年金については、時効により受けられなくなりますのでご注意ください。

○ 障害の状態にある方
厚生年金保険法に定める１級から３級の障害の状態にある方は、特例により年金額が

増額となる場合がありますので、「年金請求書」をご提出される実施機関へお申出くだ
さい。

※ 上記の特例は、６５歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給者のみ対象となります。
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■ 年金の請求を行うときは、次の事項にご留意ください。

「年金請求書」は、支給開始年齢に達してからご提出ください。！

● 支給開始年齢に達する前に提出された請求書は受け付けることはできません。
● ６５歳以降６６歳に達するまでの間に請求書をご提出される場合、老齢年金の受取方法確
認書（老齢年金の繰下げ意思についての確認）を一緒に提出していただく必要があります。



年金が支給されるまでの流れ

○「年金請求書」中の 内に必要事項を記入してください。

○ 配偶者または子がいる場合、「年金請求書」の９、１１ページをご記入ください（「年金請求書」
の８、１０ページの注意事項をご確認ください）。

１.「年金請求書」の確認と必要事項の記入

○ このパンフレットの９ページ以降をご覧のうえ、年金請求に必要な添付書類をご用意ください。
○ 住民票など公的機関が発行する書類は、必ず支給開始年齢に達してから交付を受けてください。

※ 支給開始年齢に達する前の日付で交付を受けた書類は無効となります。
※ 支給開始年齢に達した後に交付を受けた場合でも、６か月を過ぎた書類は無効となります。

２.添付書類の準備

３．年金請求書の提出

年金の決定
年金証書・年金決定通知書の発送

年金の支給

当会受付後、約２か月

年金の最初の支給は、原則とし
定期支給期月の支給日となりま
すが、既に定期支給期月を経過
しているときは、「年金証書・
年金決定通知書」の発送から、
約１週間後となります。

年金定期支給期月

年金は、２月、４月、６月、８月、１０月および１２月の年６回の各定期支給期月に
それぞれの前々月分および前月分の２か月分が支払われます。

定期支給期月 ２月 ４月 ６月 ８月 10月 12月

支払われる年金
前年の12月分

１月分
２月分
３月分

４月分
５月分

６月分
７月分

８月分
９月分

10月分
11月分

２



年金請求書の記入例

「年金請求書」１ページの記入例

３

１０２ ８０８２

ﾄｳｷｮｳﾄ ﾁﾖﾀﾞｸ ｸﾀﾞﾝﾐﾅﾐ 1-1-10 ｸﾀﾞﾝｱﾊﾟｰﾄ 101ｺﾞｳ

東京都 千代田 九段南 １－１－１０ 九段アパート１０１号

ネンキン タロウ

年 金 太 郎

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ３６ ０ ４ １ ０

ﾁﾖﾀﾞ ｸﾀﾞﾝｼﾀ

千代田 九段下

△△△△△△△△△△ 090  1234   ****

1 2 3 4 5 6 7

ネンキン タロウ

口座名義人氏名をカタカナでご記入ください。

インターネット専業銀行など通帳がない場合は内容
が確認できるオンライン画面を添付してください。

基礎年金番号、個人番号（マイナンバー）を必ず記入してください。



４

「年金請求書」３ページの記入例

〇〇株式会社横浜支店 横浜市〇〇区

△△省□□事務所 千代田区〇〇〇〇〇

千代田区九段南△△

S53 ４ １

H23  ３ 31

H23  ４ １

H31  ３ 31

H31  ４ １

R３ ４ ９

国民年金に加入していた期間は
国民年金加入当時の住所をご記入ください。

事業所(会社)の名称、所在地が変わっている場合
でも、勤務していた当時のものをご記入ください。

事業所(会社)の所在地または住所が
詳しくわからないときでも市区町村
名まではご記入ください。



５

「年金請求書」７ページの記入例

今回請求している年金の他に、年金を請求中であれば記入してください。
請求中の年金がなければ記入不要です。

いずれか１つを
○で囲んでください。

（２）はいずれか１つを○で囲んでください。

「いいえ」を○で囲んだ方は（３）に雇用保険の被保険者番号を記入して
ください。

〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 〇

（１）で「いいえ」を○で囲んだ方は、
いずれか１つに✔をしてください

「はい」を〇で囲んだ方は「雇用保険受給資格通知」（両面
のコピー）または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」
（コピー）を添付してください。
（詳しくは、パンフレット９ページをご参照ください。）



「年金請求書」９ページの記入例

６

ネンキン ハナコ

年 金 花 子

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

38 1 16

8  6  10

配偶者がいる方は、必ず記入してください。

基礎年金番号（１０桁）で届出す
る場合は左詰めでご記入ください。

「生計維持関係に関する申立書」の１．と２．に「はい」と答えた場合は、世帯全員の
住民票（世帯主との続柄が記載されているもの）および前年の配偶者の収入または所得
が確認できる書類の添付が必要になります。

ただし、配偶者の個人番号（マイナンバー）を記入した場合は、添付を省略できる書
類があります（詳しくは、パンフレット１０ページをご参照ください）。
また、別居の場合は、パンフレット１１ページをご参照ください。

おおむね５年以内に年収850万（所得655.5万円）未満となる
見込みがあることが確認できる書類についてはパンフレット
１０ページをご覧ください。



「年金請求書」１１ページの記入例

ネンキン イチロウ

年 金 一 郎

9 8 7 * 6 5 4 3 * 2 1 0

27 10 2

７

8  6  10

「生計維持関係に関する申立書」の１．と２．に「はい」と答えた場合は、世帯全員の
住民票（世帯主との続柄が記載されているもの）および前年の子の収入または所得が確
認できる書類の添付が必要になります。
ただし、子の個人番号（マイナンバー）を記入した場合は、添付を省略できる書類が

あります（詳しくは、パンフレット１０ページをご参照ください）。
また、別居の場合は、パンフレット１１ページをご参照ください。

受給権発生日時点で、（１）①または②の
条件に該当する子の情報をご記入ください。

おおむね５年以内に年収850万（所得655.5万円）未満となる
見込みがあることが確認できる書類についてはパンフレット
１０ページをご覧ください。



「年金請求書」１５ページの記入例

８

８

ネンキン タロウ

年 金 太 郎

東京都 千代田区 九段南 １－１－１０ 九段アパート１０１号

在職中の方は、扶養親族等申告書の記入を行うと、
給与所得と重複して所得控除が行われる場合があ
りますのでご注意ください。

101    8082
0123    456789 1 2 3 * 4 5 6 7 * 8 9 0

8   6 10
0120 *** ***

年金からの所得控除を希望する方は、
必ず記入してください。

ネンキン ハナコ

年 金 花 子
1 3 5 * 7 9 2 4 * 6 8 0

〇 〇 38 1 16 0    0

0    0
ネンキン イチロウ

年 金 一 郎
9 8 7 * 6 5 4 3 * 2 1 0

〇27 10 2子

控除対象配偶者や扶養親族の個人番号（マイナンバー）も
忘れずに記入してください。

✔

年金の支払者（国家公務員共済組合連合会）にチェックしてください。



年金請求書と合わせてご提出いただく書類

審査の過程で、ご提出していただいた書類のほかにも書類の提出をお願いする場合が
あります。
また、「年金請求書」をご提出いただいた実施機関とは別の実施機関から「年金請求

書」の記載内容等の照会を行うことがありますので、あらかじめご了承願います。
実施機関とは、国家公務員共済組合連合会、日本年金機構、地方公務員共済組合連合

会等および日本私立学校振興・共済事業団のことをいいます。

年金を請求する全ての方の必要書類

番
号

「年金請求書」の
該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

1 １ページ

すべての方

○年金を受ける口座を明らかにできる書類
・請求者名義の預金（貯金）通帳のコピー
（金融機関名、支店（支所）名、口座名義人フリガナ、預
金種別、口座番号、貯金通帳記号番号等が記載されている
面。インターネット専業銀行など通帳がない場合は内容が
確認できるオンライン画面のコピー。）

・添付ができない場合
は受取機関の窓口で証
明を受けてください。
・公金受取口座を指定
する場合は通帳のコ
ピーや受取機関の証明
は不要です。

2
１ページ

１５ページ

○請求者の個人番号（マイナンバー）を確認できる書類
・個人番号カード(マイナンバーカード）両面のコピー等

詳細は本パンフレット
の１３ページをご参照
ください。

９

６５歳未満の方に支給される老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金または
繰上げ支給の老齢厚生年金）を請求する方の必要書類

番
号

「年金請求書」の
該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

3
７ページ

４－２．（２）

65歳未満の
方に支給さ
れる老齢厚
生年金を請
求する方

【 すべての方 】
・雇用保険被保険者証のコピー

以下に該当する方は、別途添付書類が必要となります。

【 雇用保険法による求職の申込みをしたことのある方 】
・雇用保険受給資格者証（全面のコピー）または雇用
保険受給資格通知（全面のコピー）

【 高年齢雇用継続基本給付金および高年齢再就職給付金
を受給したことのある方 】
・高年齢雇用継続基本給付支給決定通知書のコピー

「雇用保険被保険者
証」を紛失した方は、
ハローワークで再発行
のうえ、ご記入くださ
い。



加給年金額の対象となる配偶者または子（請求書９・11ページ参照）が
いる方の必要書類

番
号

「年金請求書」の
該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

4

９ページ
５－１．（１）

（２）

11ページ
５－２．（１）

（２）

配偶者
がいる方

〇 世帯の状況を確認できる書類

・戸籍謄本または戸籍抄本
・世帯全員の住民票

請求書の９ページに、配偶者のマイナンバーを記入
した場合は「世帯の状況を確認できる書類」の添付
は不要です。

同一世帯でない場合は、
このパンフレットの11
ページの「同一世帯で
ない場合の生計同一に
関する書類」をあわせ
てご用意ください。

住民票については年金
請求書提出日の６カ月
以内に公布されたもの
に限ります。

〇 配偶者の基礎年金番号を明らかにできる書類

・配偶者の年金手帳
・配偶者の基礎年金番号通知書
・配偶者の厚生年金保険被保険者証

子
がいる方

〇 世帯の状況を確認できる書類

・戸籍謄本または戸籍抄本
・世帯全員の住民票

請求書の11ページに、子のマイナンバーを記入した
場合は「世帯の状況を確認できる書類」の添付は不
要です。

いずれかの
書類のコピー

注

注

※「診断書」が必要な場合、このパンフレットの１５ページの＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。

※ 請求者が、加給年金対象者と同一世帯でない場合は、１１ページをご確認ください。

5

９ページ
５－１．

（２）④

１１ページ
５－２．

（２）②

生計維持関
係に関する
申立書
２．（１）
において、
「はい」に
〇をした方

○ 請求する年の前年の配偶者（子）の収入または所得が
確認できる書類
・所得証明書
・課税（非課税）証明書

請求書の９ページで配偶者、１１ページで子の
マイナンバーを記入した場合は、「収入または
所得が確認できる書類」の添付は不要です。

なお、収入または所得の全額が源泉徴収票で確認できる
場合は、源泉徴収票を添付書類とすることが可能ですが、
その場合には、ほかに収入または所得がない旨の請求者本
人の申立書（任意の様式です。）の添付があわせて必要と
なります。

収入または所得がない
場合であっても、その
ことを確認できる書類
（非課税証明書等）が
必要です。

左に掲げた書類は、こ
のパンフレット12ペー
ジの「収入に関する認
定書類」のうちいずれ
かの書類に代えること
ができます。
なお、義務教育終了前
の子については、添付
は不要です。

複数の収入または所得
がある場合（例えば、
給与と不動産収入等）
は、すべての収入が確
認できる書類（所得証
明書等）を添付してく
ださい。

生計維持関
係に関する
申立書
２．（２）
において、
「はい」に
〇をした方

○ 配偶者（子）の年収が、ご本人の年金の受給権（年金
を受ける権利）が発生したときから、おおむね５年以
内に８５０万円未満となることを証明できる書類

① 退職年齢を明らかにできる勤務先の就業規則等
（コピー）

② 請求する年の前年の配偶者（子）の収入または所得が
確認できる書類

・所得証明書
・課税（非課税）証明書
・源泉徴収票 など

請求書の９ページで配偶者、１１ページで子の
マイナンバーを記入した場合は、「収入または
所得が確認できる書類」の添付は不要です。

6
１１ページ
５－２．（２）

障害の状態
にある子が
いる方

〇 障害の状態を明らかにできる書類

① 医師または歯科医師の診断書

② レントゲンフィルム
障害の状態にある子の傷病が次の傷病に該当する場合
・呼吸器系結核
・肺化のう症
・けい肺（これに類似するじん肺症を含む）

③ その他認定または審査に際し必要と認められるもの

診断書は所定の用紙に
なります。（※）

子が特別児童扶養手当
の支給対象者であり、
特別児童扶養手当の直
近の診断書のコピーを
提出できる場合は、左
の①を省略できること
があります。

いずれかの
書類のコピー

注

注

１０



１１

住民票など公的機関が発行する書類は、必ず支給開始年齢に達してから交付を受けてください。
※ 支給開始年齢に達する前の日付で交付を受けた書類は無効となります。
※ 支給開始年齢に達した後に交付を受けた場合でも、６か月を過ぎた書類は無効となります。

「配偶者（子）とご本人の身分関係を明らかにする書類（戸籍）」については、請求書１ペー
ジに記入された請求者の個人番号（マイナンバー）により、「世帯の状況を明らかにできる書
類」および「前年の収入または所得が確認できる書類」については、請求書９ページに配偶者、
請求書１１ページに子の個人番号（マイナンバー）を記入することにより、添付を省略するこ
とができます。

ただし、マイナンバーにより情報連携ができない場合など、状況によっては添付をお願いす
る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

認定対象者の状況区分 提出する書類

住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき。
生計同一関係に関する申立書または別世帯となっていることに
ついての理由書（任意様式）

住所が住民票上異なっているが、現に日常生活を共にし、かつ生
活上の家計を一つにしているとき。 生計同一関係に関する申立書

（注）同申立書の中の第三者による証明欄の証明については、
以下の書類に代えることができます。

〇「生計同一関係に関する申立書」が必要な場合、このパ
ンフレットの１５ページの＜お問い合わせ先＞までご
連絡ください。

単身赴任、就学または病気療養等のやむを得ない事情により住所
が住民票上異なっているが、その事情が消滅したときは、日常生
活を共にし、生活上の家計を一つにするとき。

例）① 生活費、療養費等の経済的な援助が行われている場合
② 定期的に音信、訪問が行われている場合

（※）第三者の証明書に代わる書類について
（次のいずれかの書類をご用意ください。）

事項
提出する書類

※下記の書類はコピーを添付してください。

健康保険等の被扶養者になっている場合
（国民健康保険は該当しません）

被扶養者であることを明らかにすることのできる資格確認書等
（保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマ
スキング（黒塗り等）してください。）

給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合 給与明細または賃金台帳等

税法上の扶養親族になっている場合 源泉徴収票または課税（非課税）証明書等

定期的に送金がある場合
定期的に送金されていたことのわかる現金書留の封筒または預
貯金通帳等

単身赴任による別居の場合
辞令の写し、出向命令の写し、単身赴任手当が分かる証明書
の写しなど

就学による別居の場合 学生証の写し、在学証明書など

病気療養・介護による別居の場合 入院・入院証明、入院・入所に係る領収書等の写しなど

同一世帯でない場合の生計同一に関する書類（このパンフレットの10ページの番号４）



収入に関する認定書類（このパンフレットの10ページの番号５）
（請求する年の前年の収入または所得が確認できる書類は、次のいずれかで代用できます）

なお、請求書の９ページで配偶者、１１ページで子のマイナンバーを記入した場合は添付不要です。
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認定対象者 認定対象者の状況
提出する書類

※下記の書類はコピーを添付してください。

配偶者

健康保険等の被扶養者
（国民健康保険は該当しません）

被扶養者であることを明らかにすることのできる資格確認書等（保険者番号、
および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してく
ださい。）

国民年金第３号被保険者
第３号被保険者認定通知書（第３号被保険者資格該当通知書）
または
年金手帳（第３号被保険者である旨の記載があるものに限る）

国民年金保険料免除者
国民年金保険料免除該当通知書
または
国民年金保険料免除申請承認通知書

生活保護受給者 保護開始決定通知書

子

健康保険等の被扶養者
（国民健康保険は該当しません）

被扶養者であることを明らかにすることのできる資格確認書等（保険者番号、
および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してく
ださい。）

高等学校等在学中の者 在学証明書または学生証

義務教育終了前の者 書類は不要

扶養親族等申告書を記入した方の必要書類

番
号

「年金請求書」の
該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

7 １５ページ
扶養親族等
申告書を記
入した方

【 すべての方 】
〇請求者の個人番号（マイナンバー）を確認できる書類
・個人番号カード(マイナンバーカード）両面のコピー等

※ 個人番号（マイナンバー）に関する確認書類については、このパンフレット１３ページの「個人番号（マイナン
バー）を記入する際の注意事項をご覧ください。

※ 国家公務員共済組合連合会が支給する年金からの所得控除（寡婦控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除などの
人的控除）を希望しない場合は、扶養親族等申告書は記入せずにご提出ください。
なお、記入がない場合でも、ご本人様分の公的年金控除・基礎控除は適用されます。



「個人番号（マイナンバー）」を記入する際の注意事項

○ 請求書の１・１５ページに請求者本人のマイナンバーを記入された場合は、マイナンバーが正し
い番号であることの確認（番号確認）および提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認

（身元（実存）確認）が必要なため、以下の（１）および（２）に掲げる書類（郵送による場合は
書類の写し）をご提出ください。
なお、配偶者、子および扶養親族の番号確認・身元（実存）確認書類の提出は必要ありません。

（１）番号確認
マイナンバーが正しい番号であることの確認（番号確認）のため、次に掲げる書類が必要となり
ます。
次の①～③のいずれか１点

① マイナンバーカード（個人番号カード）の裏面（番号が見えるようにコピーしてください）
② 通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）
③ 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（ともにマイナンバーが記載されたもの）

（２）身元（実存）確認
身元（実存）確認のため、次の①または②に掲げる書類についてはいずれか１点、③に掲げる書
類（①または②の書類がご用意できないとき）については２点以上ご提出ください。

① マイナンバーカード（個人番号カード）の表面
② 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、顔写真付き身分証明書（社員証、
資格証明書等）、戦傷病者手帳

③ 公的医療保険の資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、顔写真
なしの身分証明書（社員証、資格証明書等）、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収
書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し（謄本もしくは抄本も可）、住民票の
写し、住民票記載事項証明書、納税通知書、源泉徴収票

○ マイナンバーをご記入いただいていない場合であっても、ご提出いただいた住民票情報等を基に、
マイナンバー法に基づき、マイナンバーを登録させていただきます。

○ 公的医療保険の資格確認書の写しをご提出いただくときは、保険者番号および記号・番号等を判
別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。

「公金受取口座」について（年金受取口座として公金受取口座を利用する場合）

○ 公金受取口座登録制度とは

● 公金受取口座登録制度とは、皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、
給付金等の受取のための口座とし、国（デジタル庁）に任意で登録していただく制度です。

● 公金受取口座の登録、登録状況の確認や登録口座の変更、登録の抹消を行う場合は、マイナ
ポータルからお手続きください。

○ 年金受取口座として公金受取口座を利用する場合の注意点

● 公金受取口座の登録口座を変更しても、年金の受取口座は変更されません。
● 年金の受取口座を変更する場合には、公金受取口座の変更手続とは別に届書の提出が必要です。
● また、公金受取口座での年金受取をやめ、別の口座を年金受取口座として指定する場合も、

届書の提出が必要です。
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過去に退職一時金を受けた方は、別途、「退職一時金受給額の返還に係る項目
（返還申出書）」の提出をお願いすることになります。あらかじめご了承願います。

退職一時金は、昭和５４年１２月までに組合員期間が２０年未満で退職された方に支払われていた
給付です。
昭和６１年４月に行われた共済年金制度の改正により、過去に退職一時金の支給を受けた方の組合

員期間についても、退職一時金を受けていなかった方と全く同じ計算方式による共済年金が支払われ
ることになったため、同一の組合員期間について年金と退職一時金の二重の給付が行われるのを防止
するための措置として、退職一時金の返還制度が実施されることになりました。
ただし、退職一時金の全額の支給を受けている場合（将来の年金を受けるための財源を残していな

い場合）に限っては、その退職一時金の基礎となった加入していた期間と、それ以外の公務員期間に
係る厚生年金保険の被保険者期間（第２号および第３号厚生年金被保険者期間）とを合計しても２０
年未満の場合には、退職一時金の基礎となった期間は年金額の計算の算定基礎にはなりませんので、
その期間に基づいて受給した退職一時金については返還する必要はありません。

あなたが組合員として勤務されたことがあり、退職時に退職一時金を支払われたことがある場合、
老齢厚生（退職共済）年金の受給権（年金を受ける権利）を有することになったときは、この退職一
時金の額に利子に相当する額を加えた金額を返還していただくことになります。

○ 退職一時金の返還制度の概要

年金の支給停止や特例等について

○ 老齢厚生年金を受けている方が厚生年金保険の被保険者等（注）となっているときは、「年金の
月額」と「賃金の月額」の合計額に応じて、年金の一部または全部の支給が停止される場合があ
ります。

（注）厚生年金保険の被保険者等とは、次の方をいいます。
・厚生年金保険の被保険者または７０歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
・国会議員または地方議会の議員

○ 特別支給の老齢厚生年金（または繰上げ支給の老齢厚生年金）を受けている方が雇用保険の基本
手当（船員保険は失業保険金）、高年齢雇用継続給付を受けているときは、年金の一部または全
部の支給が停止されます。

○ 次のいずれかに該当し、かつ退職していて厚生年金保険の被保険者でない方は、特例により年金
額が増額となる場合があります。ただし、老齢基礎年金の繰上げを請求した方は、①および②の
特例は適用されません。

① 厚生年金保険法に定める１級から３級の障害の状態にある方
「年金請求書」をご提出される実施機関へお申出ください。

② 厚生年金保険の加入期間が４４年以上（公務員共済の加入期間のみで４４年以上）ある方
この特例については、別途手続きの必要はありません。

※ 以上の特例は、６５歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金が対象となります。

○ ６５歳から支給される老齢基礎年金は、請求により繰り上げて受けることができます。
▪ 繰上げ支給の老齢基礎年金は請求を行った月の翌月分から日本年金機構が支給します。
▪ 繰上げ支給の請求を行った場合には、年金額が減額されます。
▪ 老齢基礎年金の繰上げ請求に関する詳しいことについては、最寄りの年金事務所にお問い合わ
せください。
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国家公務員共済組合連合会ホームページで年金に関する届出、手続き案内などをご覧いただけます。

https://www.kkr.or.jp/nenkin/

ｋｋｒ年金 検索
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年金請求書のお問い合わせ先について

国家公務員共済組合連合会（ＫＫＲ）年金部
〒１０２－８０８２ 東京都千代田区九段南１－１－１０ 九段合同庁舎

KKR年金相談ダイヤル
☎０５７０－０８０－５５６<ナビダイヤル>

☎０３－３２６５－８１５５<一般電話>
0570におかけになれない場合（050で始まるお電話から発信など）

受付時間は土日・祝日・年末年始を除く９時～１７時３０分
○ おかけ間違いのないようお願いします。
○ お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。


